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令和6年12月24日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長
、

司法行政文書不開示通知書

11月4日付け（同月8日受付、第060305号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示しないこととしましたので通知します。

記､

1 、開示しないこととした司法行政文書の名称等

（1）裁判官が官舎を退去した際の修繕費用の見積基準が書いてある文書

（2） 裁判官の官舎の管理当番及び掃除当番の標準的な説明文書

2 開示しないこととした理由

1の(1)及び(2)の各文書は、いずれも作成又は取得していない。

(注）この判断に苦情がある場合は、この通知を発した日 （本通知書の右上に記載

された日付）の翌日から起算して3か月の間、最高裁判所事務総局秘書課に対

して苦情の申出をすることができます。
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(担当）秘書課（文書開示第二係） 電話03 （4233） 5240（直通）


